
平成２０年１０月１７日

東北圏広域地方計画協議会

国土形成計画の概要
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人口減少下の成熟社会にふさわしい
国土の質的向上を図る国土計画

へ転換を図ることが必要

昭和３７年の第１次全国総合開発計画
以来、５次にわたり全総計画を策定

人口減少社会の到来
これまでの国土計画

過密過疎に伴う大都市問題や地方の問題へ
の対応など、それぞれの時代に我が国の国土
が抱えていた課題の解決に向けた基本方向を
示す

「開発」を基調とした量的拡大を図る計画

国土総合開発法を抜本的に改正

「国土総合開発法」→「国土形成計画法」

国民の不安・不透明感の拡大

安全・安心・安定した

国土と国民生活の将来像の提示

（出典）国立社会保障・人口問題研究所資料等をもとに国土交通省国土計画局作成

・人口減少、高齢化
・国境を越えた地域間競争
・環境問題の顕在化
・厳しい財政制約、中央依存の限界 等

【我が国の総人口の長期的推移】

「国土計画制度の改革」の背景
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※この他、国土利用計画との一体作成、大都市圏整備に関する計画の合理化、地方開発促進計画の廃止など、国土計画体系の簡素化・一体化を図り、
国民に分かりやすい国土計画に再構築する。

国と地方の協働によるビジョンづくり 開発中心からの転換

ストックの活用

有限な資源の
利用・保全

海洋利用
・国際協調

利便性の向上に加え

国民生活の安全・安心・安定の確保

地域の自立的発展を可能とする国土の形成

計画事項等の
拡充・改変
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景観、環境を含めた

国土の質的向上

全国計画

広域地方
計画

国による明確な国土及び
国民生活の姿の提示
（国の責務の明確化）

ブロック単位の地方ごと
に、国と都府県等が適切
な役割分担の下、相互に
連携・協力して策定

計画の作成及び実施の円滑な推進を図るため、国の
地方支分部局、関係都府県、関係政令市、地元経済
界等が対等な立場で協議する場（広域地方計画協議
会）を組織

計画への多様な主体の参画
・地方公共団体から国への計画提案制度
・国民の意見を反映させる仕組み

＋

全国計画のみ

国主導の作成

地方の意見を
聴く仕組みなし
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総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律（国土形成計画法）

※平成１７年７月２９日公布、１２月２２日施行

「国土計画制度の改革」のポイント
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基
本
と
す
る

全国計画 広域地方計画

総合的な国土の形成に関する施策の指針
（府省横断的な計画）

【計画の内容】
・国土の形成に関する基本的な方針
・国土の形成に関する目標
・全国的な見地から必要とされる基本的な施策
（個別事業名は原則として記述しない）

都道府県・政令市から計画作成・変更提案

国土交通大臣が案を作成

閣議決定

国土審議会
の調査審議

都道府県・政令市
からの意見聴取

パブリックコメント

広域地方計画区域における国土形成のための計画

【計画の内容】
・当該区域の国土の形成に関する方針
・当該区域の国土の形成に関する目標
・広域の見地から必要とされる主要な施
策（個別事業名を含む）

市町村から計画作成・変更提案（都府県経由）

国土交通大臣が決定

広域地方計画協議会
対等な立場で協議

パブリック
コメント

学識経験者
からの意見聴取

国の地方
支分部局

関係都府県

関係政令
市

地元経済界
等

２以上の都府県の区域で政令で定める区域

新たな国土形成計画の枠組み
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広 域 地 方 計 画 区 域

東北圏

北陸圏

首都圏

中部圏

近畿圏

四国圏

中国圏

九州圏

東北圏広域地方計画区域

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県の区域を一体とした区域

東北圏の概要

東北圏は、人口約1,210万人、域内総生産約
42兆円と欧州の中規模諸国（オランダ、スイス、

ベルギー等）と同程度の人口・経済規模を有し、
30万人以上の都市は政令指定都市を含め６市

ある。また、国際定期便が就航する空港と一定
規模の国際海上コンテナを取扱う港湾をそれぞ
れ複数有しているほか、食料自給率（カロリーベ
ース）が高い状況となっている中で、電気機械産
業などの企業立地が進んでいる。さらに、経済
社会活動において結びつきがみられ、周辺道県
も含めた道県境を超える広域連携の取組実績も
みられる。

※人口については、総務省「平成１７年国勢調査」（平成１７年１０月１日
現在）を基にしたもので、その後の市町村合併等については反映されて
いない。域内総生産については、内閣府「平成１６年度県民経済計算」を
基にしたもの。
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＜役割＞
・検討会議の円滑な運営
・広域地方計画（素案）の検討、取りまとめ
（国・地方自治体・経済界等の課長クラス）

＜役割＞
・広域地方計画（案）の検討
（国・地方自治体・経済界等
の部長クラス）

＜役割＞
・広域地方計画に関する意見
（全国、東北の学識経験者等）

意見聴取

東北圏広域地方計画推進室

（ 事 務 局 ）

＜役割＞
・検討会議、幹事会等に係る庶務
・その他、広域計画の策定、実施に必要な
事項に係る庶務

東 北 圏 広 域 地 方 計 画 検 討 会 議

北関東・磐越地域分科会
（茨城・栃木・群馬・福島・新潟）

東北圏広域地方計画懇談会

＜必要に応じ実施＞

幹 事 会

計 画 検 討

（分科会、WG、勉強会等）

＜役割＞
・広域地方計画（案）の協議
（国・地方自治体・経済界

等の局長・知事・市長・代表等）

意見聴取

東 北 圏 広 域 地 方 計 画 協 議 会

小委員会

東北圏広域地方計画策定体制

＜役割＞
・上記５県を一体とする区域の広域的な連携につ
いて協議。（首都圏広域地方計画協議会に設置）
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東北経済産業局長
関東経済産業局長
東北地方整備局長
関東地方整備局長
北陸地方整備局長
東北運輸局長

北陸信越運輸局長
第二管区海上保安本部長
第九管区海上保安本部長

東京航空局長
東北地方環境事務所長
関東地方環境事務所長
中部地方環境事務所長

東北管区警察局長
関東管区警察局長
東北総合通信局長
信越総合通信局長
東北財務局長
関東財務局長
東北厚生局長

関東信越厚生局長
東北農政局長
北陸農政局長

東北森林管理局長
関東森林管理局長

（社）東北経済連合会 会長

東北六県商工会議所連合会 会長

（社）新潟県商工会議所連合会 会頭

青森市長

長岡市長

宮城県丸森町長

新潟県聖籠町長

仙台市長

新潟市長

北海道知事

青森県知事

岩手県知事

宮城県知事

秋田県知事

山形県知事

福島県知事

新潟県知事

富山県知事

市町
政令指
定市

道県

国の地方行政機関経済界

地方公共団体

東北圏広域地方計画協議会組織
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有田 博之 新潟大学自然科学系 教授

家田 仁 東京大学大学院工学系研究科 教授

生田 長人 東北大学大学院法学研究科 教授

伊藤 敬幹 株式会社日本政策投資銀行

東北支店長

稲村 肇 東北大学大学院情報科学研究科

教授

今村 文彦 東北大学 教授 大学院工学研究科

附属災害制御研究センター

大泉 一貫 宮城大学事業構想学研究科

研究科長

大滝 精一 東北大学大学院経済学研究科 教授

尾形 恵子 有限会社ティップス 取締役社長

北原 啓司 弘前大学教育学部 教授

幸丸 政明 岩手県立大学 総合政策学部長

○ 柴田 洋雄 美しい山形・最上川フォーラム会長

清水 愼一 ㈱ジェイティービー常務取締役

鈴木 浩 福島大学理工学群共生システム

理工学類 教授

中出 文平 長岡技術科学大学環境・建設系教授

服部 昭 八戸大学ビジネス学部 教授

浜岡 秀勝 秋田大学土木環境工学科 准教授

宮原 育子 宮城大学事業構想学部 教授

元田 良孝 岩手県立大学総合政策学部 教授

◎ 森杉 壽芳 東北大学 名誉教授

山田 晴義 宮城大学 副学長

吉田 悦子 （株）ファーストインターナショナル

取締役 ゼネラルマネージャー

若菜 千穂 特定非営利活動法人いわて地域

づくり支援センター 常務理事

渡邊 明 福島大学理工学群共生システム

理工学類 教授

東北圏広域地方計画懇談会委員

（５０音順：敬称略）

◎：座 長

○：副座長
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